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上益城郡甲佐町 



 

令和７年度甲佐町後期高齢者医療特別会計補正予算 （第５号） 

 

  令和７年度甲佐町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１０，７９５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

  ２２１，３２４千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出 

  予算補正」による。 

  

 

令和８年３月６日提出 

令和８年３月１０日議決 

                                                                甲佐町長  甲 斐 高 士 
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第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  1 後期高齢者医療保険料 148,192 △4,600 143,592

  1 後期高齢者医療保険料 148,192 △4,600 143,592

  2 使用料及び手数料 1 7 8

  1 手数料 1 7 8

  4 繰入金 73,586 △5,617 67,969

  1 一般会計繰入金 73,586 △5,617 67,969

  6 諸収入 6,131 △585 5,546

  1 延滞金及び過料 2 2 4

  2 償還金及び還付加算金 101 49 150

  3 町預金利子 1 38 39

  4 受託事業収入 6,025 △674 5,351

歳               入               合               計 232,119 △10,795 221,324

－ 3 －



歳　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

  1 総務費 4,398 △412 3,986

  1 総務管理費 3,698 △224 3,474

  2 徴収費 700 △188 512

  2 後期高齢者医療広域連合納付金 220,788 △10,024 210,764

  1 後期高齢者医療広域連合納付金 220,788 △10,024 210,764

  3 保健事業費 6,025 △671 5,354

  1 健康保持増進事業費 6,025 △671 5,354

  5 予備費 807 312 1,119

  1 予備費 807 312 1,119

歳               出               合               計 232,119 △10,795 221,324

－ 4 －



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） （単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計

  1 後期高齢者医療保険料 148,192 △4,600 143,592

  2 使用料及び手数料 1 7 8

  3 寄附金 1 0 1

  4 繰入金 73,586 △5,617 67,969

  5 繰越金 4,208 0 4,208

  6 諸収入 6,131 △585 5,546

      歳          入          合          計 232,119 △10,795 221,324

－ 5 －



（歳　出） （単位　千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1 総務費 4,398 △412 3,986 0 0 △412 0

  2 後期高齢者医療広域連合納付金 220,788 △10,024 210,764 0 0 △5,205 △4,819

  3 保健事業費 6,025 △671 5,354 0 0 △674 3

  4 諸支出金 101 0 101 0 0 0 0

  5 予備費 807 312 1,119 0 0 0 312

 歳     出     合     計 232,119 △10,795 221,324 0 0 △6,291 △4,504

－ 6 －

一 般 財 源



２．歳　入

第　1　款　後期高齢者医療保険料 第　1　項　後期高齢者医療保険料 （単位　千円）

節

区　　分 金　　額

1 特別徴収保険料 111,135 △11,305 99,830 1 現年度分 △11,305

2 普通徴収保険料 37,057 6,705 43,762 1 現年度分 6,485

2 滞納繰越分 220

　　 　　計 148,192 △4,600 143,592

第　2　款　使用料及び手数料 第　1　項　手数料

金　額

1 督促手数料 1 7 8 1 督促手数料 7

　　 　　計 1 7 8

第　4　款　繰入金 第　1　項　一般会計繰入金

金　額

1 一般会計繰入金 73,586 △5,617 67,969 1 事務費繰入金 △412

2 保険基盤安定繰入 △5,205

金

　　 　　計 73,586 △5,617 67,969

第　6　款　諸収入 第　1　項　延滞金及び過料

金　額

1 延滞金 1 2 3 1 延滞金 2

　　 　　計 2 2 4

－ 7 －

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　明
区　分

説　　　　　　　　　　　　明
区　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　明
区　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節

目 補正前の額 補　正　額 計
節



第　6　款　諸収入 第　2　項　償還金及び還付加算金 （単位　千円）

節

区　　分 金　　額

1 還付金 100 49 149 1 還付金 49

　　 　　計 101 49 150

第　6　款　諸収入 第　3　項　町預金利子

金　額

1 町預金利子 1 38 39 1 預金利子 38

　　 　　計 1 38 39

第　6　款　諸収入 第　4　項　受託事業収入

金　額

1 後期高齢者広域連合受託事 6,025 △674 5,351 1 健康保持増進事業 △674

業収入 収入

　　 　　計 6,025 △674 5,351

－ 8 －

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

説　　　　　　　　　　　　明
区　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　　　　明
区　分

目 補正前の額 補　正　額 計
節



３．歳　出

第　1　款　総務費 第　1　項　総務管理費 （単位　千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 一般管理費 3,698 △224 3,474 0 0 △224 0 11 役務費 △224 通信運搬費                                      

　　計 3,698 △224 3,474 0 0 △224 0

第　1　款　総務費 第　2　項　徴収費

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 徴収費 700 △188 512 0 0 △188 0 10 需用費 △75 印刷製本費                                      

11 役務費 △113 通信運搬費                                      

　　計 700 △188 512 0 0 △188 0

第　2　款　後期高齢者医療広域連合納付金 第　1　項　後期高齢者医療広域連合納付金

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 後期高齢者医 220,788 △10,024 210,764 0 0 △5,205 △4,819 18 負担金補助及 △10,024 被保険者保険料負担金                     △4,820

療広域連合納 び交付金 基盤安定負担金                           △5,204

付金

　　計 220,788 △10,024 210,764 0 0 △5,205 △4,819

－ 9 －

節

一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源



第　3　款　保健事業費 第　1　項　健康保持増進事業費 （単位　千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 健康診査費 6,025 △671 5,354 0 0 △674 3 11 役務費 △39 手数料                                          

12 委託料 △632 健康診査委託料                                  

　　計 6,025 △671 5,354 0 0 △674 3

第　5　款　予備費 第　1　項　予備費

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

1 予備費 807 312 1,119 0 0 0 312 予備費                                          

　　計 807 312 1,119 0 0 0 312

－ 10 －

節

一般財源

補 正 額 の 財 源 内 訳
節

特　　　定　　　財　　　源
一般財源


